（様式第１号）
入　　　札　　　書
令和　　　年　　　月　　　日
（契約担当者職氏名）
[bookmark: _Hlk203401231]茨城県立こころの医療センター
病院長　堀　孝文　殿

住所又は所在地　　　　　　　　　　　　　　
名称又は商号　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 代表者氏名
       代理人氏名

　仕様書及び図面等指示された事項を承知のうえ、茨城県病院局会計規程（平成18年茨城県病院事業管理規程第21号）及び入札説明書により下記のとおり入札します。

記

	

金
	億
	千

	百

	十

	万

	千

	百

	十


	円





	入札に付する物品
	[bookmark: _Hlk205561040][bookmark: _Hlk206163175]ＰＯＳレジ機及び会計案内表示機　一式




（注意事項）
１　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額（消費税等額抜き）を入札書に記載すること。
２　入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込みがあったものとする。
（様式第２号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再入札
入　　　札　　　書
令和　　　年　　　月　　　日
（契約担当者職氏名）
茨城県立こころの医療センター
病院長　堀　孝文　殿

住所又は所在地　　　　　　　　　　　　　　
名称又は商号　　　　　　　　　　　　　　　
       代表者氏名
       代理人氏名

　仕様書に指示された事項を承知のうえ、茨城県病院局会計規程（平成18年茨城県病院事業管理規程第21号）及び入札説明書により下記のとおり入札します。

記

	

金
	億
	千

	百

	十

	万

	千

	百

	十


	円





	入札に付する物品
	ＰＯＳレジ機及び会計案内表示機　一式



（注意事項）
１　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額（消費税等額抜き）を入札書に記載すること。
２　入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込みがあったものとする。
（様式第３号）
見　　　積　　　書
令和　　　年　　　月　　　日

（契約担当者職氏名）
茨城県立こころの医療センター
病院長　堀　孝文　殿
住所又は所在地　　　　　　　　　　　　　　
名称又は商号　　　　　　　　　　　　　　　
       代表者氏名
       代理人氏名

　仕様書に指示された事項を承知のうえ、茨城県病院局会計規程（平成18年茨城県病院事業管理規程第21号）及び入札説明書により下記のとおり見積りします。

記

	

金
	億
	千

	百

	十

	万

	千

	百

	十


	円





	見積に付する物品
	ＰＯＳレジ機及び会計案内表示機　一式




（注意事項）
１　落札決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、見積者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額（消費税等額抜き）を見積書に記載すること。
２　見積書に記載された金額に当該金額の10 ％に相当する額を加算した金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込みがあったものとする。
（様式第４号）
委　　　任　　　状

令和　　　年　　　月　　　日

茨城県立こころの医療センター
病院長　堀　孝文　殿

（委任者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住所又は所在地　　　　　　　　　　　　　　　

氏名又は商号　　　　　　　　　　　　　　　　

   代表者氏名


私は、下記の者を代理人（受任者）と定め、下記の一切の権限を委任します。


記


１　代理人　氏名（名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


２　委任事項
　　ＰＯＳレジ機及び会計案内表示機　一式の一般競争入札に関する件








（様式第５号）

一般競争入札参加資格確認申請書


令和　　　年　　　月　　　日
　茨城県立こころの医療センター
病院長　堀　孝文　殿

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　

         氏名又は商号

       代表者氏名

　令和　年　月　日付で公告のあった下記の物品調達に係る一般競争入札に参加したいので、入札に参加する資格等の確認について、確認資料を添えて申請します。
　なお、申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記

１　入札公告のあった調達物品名
ＰＯＳレジ機及び会計案内表示機　一式

２　物品調達等競争入札参加有資格者登録番号　　№　　　　　　　　　　　

３　添付書類　　
（１）物品の内容（機器構成、製品名、型番等）を記した書類（別紙１）
※調達物品の規格（仕様）に適合した物品とわかるもの（カタログ等）添付
（２）物品を納品できることを証明する書類（別紙２）
（３）アフターサービス等保守体制証明書（別紙３）
（４）誓約書（別紙４・５）



（別紙１）
機　器　一　覧　表
	物　　件　　名
	メーカー名
	規　　　格
	単位
	数量

	
	
	

	【内　訳】
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




（別紙２）

令和　　年　　月　　日

物品納入証明書

茨城県立こころの医療センター
　　　　　　　　　　病院長　殿

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　

         氏名又は商号

       代表者氏名
      
　令和　年　月　日付けで公告に示された調達物品の規格（仕様）に適合した物品及び数量を、下記のとおり納入できることを証明いたします。

記

１　納入物品及び数量
ＰＯＳレジ機及び会計案内表示機　一式

２　納入期限
令和８年２月27日（金）

３　納入場所
　　茨城県笠間市旭町654　茨城県立こころの医療センター医事課指定場所


（別紙３）
アフターサービス等保守体制証明書

令和　　　年　　　月　　　日
　茨城県立こころの医療センター
病院長　　殿

所　在　地　　　　　

名称又は商号　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表者氏名　　　　　　　　　  　　　　　

令和　年　月　日付けで公告に示された「ＰＯＳレジ機及び会計案内表示機　一式」については、下記のとおり、購入物品に対して、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明いたします。
記
















※アフターサービス・メンテナンス体制については、対応部署の所在地や電話番号等を明記した連絡系統図を記入する。
※様式は適宜補正等により作成すること。
※複数枚にわたる場合は、ページ数を付し２ページ目以降は、所在地・商号等の記載は不要。
（別紙４）

誓　約　書

令和　　年　　月　　日

茨城県立こころの医療センター病院長　殿	

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　　　　　　　　　　　　　　　　

名称又は商号

代表者名　　　　　　　　　　　　　　


　
会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないことを証する誓約書いたします。
















（別紙５）
誓　約　書
令和　　年　　月　　日
茨城県立こころの医療センター病院長　殿	

所在地

名称又は商号　　　　　　　　　　

代表者氏名　　　　　　

  暴力団排除条例（平成22年茨城県条例第36号）第7条の規定により、下記事項について誓約いたします。
　これらが、事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴県が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
　なお、県の事務事業に関する各種申込資格等の確認のため、貴県が茨城県警察本部に照会することについて承諾します。
 記

1　個人又は法人の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員ではありません。
                               　　　　　　　               はい　・　いいえ　　
（いずれかを○で囲む）
2　次のいずれかに該当する者ではありません。　
　(1) 暴力団員が事業主又は役員となっている事業者
　(2) 暴力団員以外の者が代表取締役を務めているが、実質的には暴力団員がその運営を支配している事業者
　(3) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者（事業者を含む。）
　(4) 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者（事業者を含む。）
　(5) 暴力団（員）に経済上の利益や便宜を供与している者
　(6) 役員等が暴力団（員）と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難されるべき関係を有している者（事業者を含む。）
                                           　   　　　　　はい　・　いいえ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（いずれかを○で囲む）
3　暴力団員又は2の(1)から(6)までのいずれかに該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者ではありません。
はい　・　いいえ　　
（いずれかを○で囲む）
○　茨城県暴力団排除条例（平成22年茨城県条例第36号）より抜粋
　（公共工事等に係る措置）
　第7条　県は、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を県が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。


○　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）より抜粋
  （定義）
　第2条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
　 (2)  暴力団
その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
　 (6)  暴力団員
　　　  暴力団の構成員をいう。
















